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朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣の歴史的意味

一審議過程の分析を通して-

三ッ井 崇

はじめに

植民地期朝鮮における朝鮮語規範化の動きは､将来的な朝鮮 ｢民族語｣形成

-と向けた朝鮮語 ｢近代化｣の-プロセスとしてしばしば位置づけられる｡な

かでも､綴字法の問題は重要な位置を占めており､朝鮮語綴字法形成史上ない

し朝鮮言語運動史上において､植民地期の動向は決して無視できるものではな

い｡従来､この点については､朝鮮語学会や朝鮮語学研究会など民間の朝鮮人

による研究団体の綴字法論が注目されてきたが､一方で､当時の支配主体であ

る朝鮮総督府もまた朝鮮語綴字法に対しては関心を払っていたことは､1912年､

1921年､1930年の3回にわたる一連の綴字法規定 (以下､総督府綴字法､とす

る)の存在が証明するところである｡

これまで､総督府綴字法に関する研究/言及は､おもに言語学的関心からお

こなわれてきたと言ってよい｡そのほとんどが語学史的あるいは言語政策史的

観点からのものであり(1㌧ それが同時代的文脈のなかで､総督府綴字法がどの

ように位置づけられたのかという歴史的意味について詳細に考察した研究は､

管見の限りでは見当たらない｡本稿では､綴字法規定に際する審議過程に注目

し､それを同時代的背景一具体的には､朝鮮語綴字法をめぐる綴字法観の諸相

一に照らし合わせることでこの問い-のアプローチを試みたい｡

ところで､総督府綴字法は､最初1912年4月に ｢普通学校用諺文綴字法｣(以

下､第-回綴字法､とする)として初めて制定され､以後､1921年3月に ｢普

通学校用諺文綴字法大要｣(同じく､第二回綴字法)､1930年2月に ｢諺文綴字

法｣(同じく､第三回綴字法)と改正される｡どれもその一義的な目的は､学

校教育上における朝鮮語教科書の朝鮮語綴字法の成文化にあったが､制定およ

び改正に際する学務局側の意図や規定そのものの社会的位置づけを考えたと
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き､第一回および第二回綴字法と､第三回綴字法との間には､その性格に大き

な変化があったと考えられる｡筆者は､この転換期を1920年代以降の ｢文化政

治｣期に見ている｡というのも､総督府側の政策遂行上､また朝鮮社会におけ

る民間人の言語運動上において､ともに綴字法不統一状態の問題性が以前より

現実味を帯び､整理統一-の望みが一層強まったからである(2)｡

この点を踏まえ､論点を整理しておこう｡まず第-に､これまでほとんど言

及されることのなかった審議過程内部での見解の対立のありようはどのような

ものであったのかである｡従来､参考とされる資料は､結果としてあらわれた

綴字法規定の内容であり､それがいかなる経緯によって成立するにいたったの

かはほとんど明らかにされていない｡本稿では､総督府資料､あるいは新聞記

事などから確認できる範囲で審議の様子を再構成し､綴字法案成立の経緯の一

端を把握してみたい｡

第二の論点は､総督府綴字法が､その審議にかかわっていない ｢外部｣の朝

鮮語研究者ないしは新聞･雑誌などのメディアにはどのようなものと映ってい

たかである｡規定の適用範囲と同様､社会にどのように受けとめられていたか

は､その性格を規定する重要な要素と考えるからである｡とくに､本稿では､

1920年代以降､活性化した朝鮮語綴字法論の言説を分析することで､朝鮮人の

言語運動と第三回綴字法審議との規定関係に注目してみる｡

以上の2点をおもな論点とし､最終的に､それらの分析から見えてきたこと

と総督府 (学務局)側の意図(3)とをあわせて考えることで､総督府綴字法制定

ないしは改正という場をめぐる間主観的な構造が描き出せればと考えている｡

早速分析をはじめることにしよう(4)｡

Ⅰ.審議過程における綴字法観の対立

1.挫折した形態主義一第一回綴字法-

(1)規定の内容

最初の綴字法規定は､1912年4月に発表された第-回綴字法であったが､｢緒

言｣に ｢表記法は表音主義に依り､発音に遠かれる歴史的綴字等は之を避けた

り｣ (5)とあるように､規定の大原則は音声主義に置かれていた｡第六項では､

｢活用語の活用語尾は可成語の本形と区別して書く｣とされ､｢旦盟主｣(<rT召

す｣(食べる))､｢畳皇切｣(<｢暑中｣(赤い))などの用例が挙げられており(6)､
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用言の活用についてみれば､形態素境界を明確化して表記するように規定され

ていることがわかる (4､数字は 【表1】中項目番号､以下同じ).もっとも､

語幹末の子音が人/S/であらわされる語の一部は､活用の際､/-S/の異形態と

して/-t/あるいは/-tJ/があらわれる(7)ため､規定どおりの表記を押 し通そう

とすれば､音素的表記の大原則との間で酪酸をきたすことになる｡よって､｢例

外｣として､｢史旦土｣(<便 ヰ｣(受ける))､哩旦土｣(<｢頚中｣(濡れる))

のような表記を認めることになり､形態素的表記は貫徹できなかったと見てよ

い.このほか､朝鮮語の固有語における ｢･｣/A/(oT･叫 oT･/以下､｢ ｣を

はずす)の廃止 (1)をうたった点も第-回綴字法の大きな特徴と言える｡

(2)調査報告と規定との差異

では､どのような審議過程を経てこのような規定が作られたのであろうか｡

これまで､この審議内容について詳細に触れた研究は､管見の限りではない｡

ここでは､その審議および決議事項を収めた 『朝鮮語調査報告書(稿)』 (1911

年のものと思われる､以下､『報告書』､と略)の内容を検討してみることによ

って､審議過程のありようをいくらか明らかにできればと考える｡

注目すべきは､この 『報告書』に記述された審議内容が､決定後の綴字法規

定の内容と若干の差異を見せる点である｡差異のある部分をいくつか挙げてみ

ると､(∋･の使用 (1)､②t=またはE の口蓋音化時の表記 (2)､③活用語の活

用語尾の表記 (4)､④子音でおわる名詞+助詞の表記 (9)､⑤音節末子音字と

して認定する字母数の増加 (6)などの問題を挙げることができる｡以下､こ

の5つの問題を軸に 『報告書』の内容を見てみようO

①は､綴字法規定では､朝鮮固有語では廃止､漢字語では従来どおりの使用､

とされていた｡ しかし､審議においては､｢漢字音タル ト純粋朝鮮語タル トヲ

問ハズ一切 .ヲ使用セズT･ニ一定スルコト｣ (8)(第9項)とされていたO②も

同様に固有語と漢字語との区別はされていなかった (第7項)｡もっとも､①

に関しては､妾華錫ひとりが朝鮮固有語のみに限定するよう反論を出している｡

次に③である｡これは､④､⑤と合わせて考えてみよう｡審議においては､

活用語および名詞+助詞の表記については､どちらも形態素境界を明確化して

表記することが提起されている (第 2､3項)O例として､ 豊̀ 里｡]喜中'(む

しり食 う)､ 室̀生'(花が)､ 豊̀皇呈'(前-)などが挙げられており̀9㌧ 例外

事項はまったく設けられていない｡ここに文法意識の存在を明確な読みとるこ
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とができるが､それは ｢原 卜使用セラレテ今日廃セラレツ→其ノ音ハ依然残レ

ル支音ス､兵､こ､ E ､五及重終声ヲ復旧シ諺文仮名遣ヲ発音式ニスルノ主義

ヲ貫クコト｣(10'(第4項)という⑤の案に支えられていた｡この考え方は､韓

末の国文研究所でもいささかの見解の対立はあったものの､これらの字母とヲ､

舌をあわせて ｢訓民正音｣の例義どおり採用するものと議決されており(11'､こ

のときの委員でもあった魚允過が､｢実に国文製作の原理原則｣であるとし､

使用に賛成していた(■2)のであった｡こうした内容に対し､｢可成現代通用ノ形

ヲ存シテ下二束ル天仁平波ヲ変更シテ発音通リノ音ヲ出サシメン｣(Ⅰ3)とする塩

川一太郎の反論が存在した｡結局､⑤については認められず､それにより③､

④に例外事項が設けられることになったため､完成した規定においては､形態

素境界の明確化は不徹底なものとなってしまった｡

重要なのは､上で触れた論点をはじめとして反対意見 (『報告書』では ｢少

数意見｣となっている)がかなりの部分で実際の綴字法規定に反映されている

点である(14)｡最終的には､従来の慣用的な ｢歴史的綴字｣を大部分において残

さざるをえなくなった｡『報告書』に記されている ｢少数意見｣は量としては

決して多くないが､朝鮮語綴字法をめぐる調査委員の見解の差異を､わずかな

がらも見せてくれる要素と言えるだろう｡

2.｢差当り｣の綴字法一第二回綴字法-

(1)規定内容と審議内容

しかし､第一回綴字法は､教育上の混乱を解消するにはいたらなかった｡筆

者はかつて､現職教員から見た､その不徹底さに対する認識を､1920年にある

朝鮮在来の初等教育機関を訪問した-教員の言辞から明らかにしたことがあ

る(Ⅰ5)0

このような状態を受けて学務局では､同年3月14-17日の四日間､普通学校

用諺文綴字法調査委員会を設置 ･開催し審議をおこなった｡その結果定められ

たのが第二回綴字法である(16)0

綴字の原則は､第一回と同じく ｢表音主義｣を標梼する(17)｡音節末子音字の

認定 (6)､頭音L/n/+ [i],[j]のときのn音脱落および漢字語頭音己脱落時

の表記法 (12,13)､複合語内の斗e･l人の表記法 (14)などが追加規定された

が､全体的に見て､第一回綴字法とほとんど変化していない｡そのかわり､適
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用範囲が普通学校のみから高等普通学校程度まで拡大している｡

もっとも､このたびの改正にあたっては､各委員の意見調整が難航し､当局

側も苦労したようである｡その審議の混乱ぶりは､1921年3月19目付の 『毎日

申報』が端的に伝えている｡記事では､各委員の見解の傾向を ｢創設時どおり

にしようとする｣｢保守主義｣､｢現在おこなわれているとおりにし､若干の不

完全さをあらためようとする｣｢現行主義｣､｢この両者を折衷する｣｢折衷主義｣

に大別 し､｢総督府の意向も折衷主義に賛成する模様｣と伝えている(18)｡その

｢折衷主義｣の結果が以上のような内容であった｡この審議の様子を詳しく伝

えるのが､同じく『毎日申報』に掲載された､編輯課長小田省吾による解説 (4

月 1- 4日)(19)である｡まず､小田の解説にもとづいて議題と審議の過程につ

いて見てみることにしよう｡細部にわたる審議に先立って､次の大きな三つの

点について議論がおこなわれている｡

第- 普通学校においては､第一学年より第六学年まで､同一の諺文綴字

法とすることの可否

第二 普通学校用諺文綴字法にあっては､純粋なる朝鮮語であれ､漢字音

であれ､表音的綴字法をもって表記することの可否

第三 高等普通学校程度にあっては､純粋なる朝鮮語であれ､漢字音であ

れ､歴史的綴字法をもって表記することの可否(20)

第-の議案については全会一致で可決したが､第二の議案については､｢純

粋なる朝鮮語｣においては ｢表音的綴字法｣をとるべきとする声が多かったの

に対し､｢漢字音｣については ｢表音的綴字法｣を可とするものと ｢歴史的綴

字法｣を可とするものとが ｢互に相下らざる｣状態であったと小田は伝え･る(21)O

ゆえに､朝鮮固有語と漢字語との間における表記原則の差異は依然として解消

できなかった｡第三の議案は､これまで高等普通学校以上では､総督府綴字法

が適用されておらず(22)､臨時教科書調査委員会の答申で ｢高等普通学校二使用

ス-キ諺文綴字法二就イテハ委員ヲ設ケテ調査セシメラレタキコト｣とされた

ことに対応している｡これについては以後､総督府綴字法に準拠するよう定め

られた｡よって､朝鮮固有語と漢字語との表記原則の差異がここでも生ずるこ

とになった(23)｡

次に改正案の中身について見てみよう｡とくに大きな問題となったのは､音

節末子音 (終声)字の認定についてであるO現行の｢,し,己,ロ,tj,A,0以外
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にt=,ス,兵,ラ,l=,立,舌および二重終声 (喜せ召)を認めるかどうかが焦点と

なったが､｢議論最も喧苦を極め｣､｢終に意見の一致を見ること能はざるなり｣

という(24)O結局､現行の7字以外の使用は見送られ(25)､これにより､活用語の

活用表記も､形態素境界を明確化して表記するという原則を依然として貫徹で

きないままになってしまったb

結局､大きな課題をほとんど解決できないまま､｢差当り｣(26)実施するはか

なかったのが､第二回綴字法であり､審議にかかわった人物でさえその威信の

低さを認識せざるをえない状況だったのである(27)O

(2)｢保守主義｣･｢現行主義｣･｢折衷主義｣

この小田の解説に垣間見える意見対立の構造は､この少し前に同じく 『毎日

申報E"上に魚允迫､小倉進平､玄標､藤波義貫､柳芯根の5名が表明した個人

的見解2̀8)からより明確に知ることができる｡もっとも､おのおのの見解は､決

定案を知らされていないとの前程によるものであると同時に､全委員の見解が

網羅的に把握できるわけではないが､その中心的な論点はすべて､審議中最も

意見の分かれたとされる表記原則の問題､音節末子音字認定の問題であること

から､この5名の見解を追うことは決して無意味ではない｡

魚允迫は､字母の認定について､｢二十八字の諺文には､玄妙な原理原則が

あ｣り､｢これに刑添をはどこすことは大いに不可である｣とする(29)Oその一

方で､小倉進平は､｢実地の発音と量産の差があっても大いに不可であ｣り､｢発

音と文字の相異なしとの精神下において刑削加添し､統一を計画するのが捷径

ではないか｣と明示こそしないが魚とは対立的な見解を展開する(30)｡この二人

の見解を両極端とし､玄標は ｢新旧を折衷して､｢こ｣と ｢ス｣を復活し､助

詞には ｢Ol､与､%､7t､ヒ､音｣のほか目下使用されていない ｢%l､喜､喜｣

を使用すれば｣よいとし̀31)､また藤波義貫は､すでに用いられない字をあえて

実用しようとするのは､｢時代の推移に逆行して｣いるとするも､｢各特長の音
in inl

があるものまで改廃統一をするのは､諺文をしてまったくの不具者にせしめて

しまう｣とした(32)Oさらに､柳碁根は､漠字音の去声 ･平声の区別を明示すべ

きだとするも､｢大きく誤って保守主義をとるようであれば､現代には決して

適応しえない無用の古物だと言える｣とした(33)｡玄 ･藤波 ･柳の見解には､そ

れぞれ微妙なニュアンスの違いはあるものの､共通して極論を避けようとする

スタンスをうかがい知ることができる｡『毎日申報⊂llの記事が報じた ｢保守主
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義｣､｢現行主義｣､｢折衷主義｣という綴字法観の対立はこのようなものであっ

た｡

こうした個別の論点をめぐる見解の対立は､言語観の相違にもとづくもので

あった｡とくに､『訓民正音【llの例義にしたがって､字母の一切の加除を認め

ないとする規範主義的 ･伝統主義的な魚の言語観と､言語学の音声主義の観点

から､｢各地言語を綜合して慎重な調査をおこなったのち｣(34)に統一すべきと

する記述主義的な小倉の言語観は真っ向から対立した｡

他の ｢折衷主義｣者たちの議論を見てみると､まず藤波は､｢たとえ鉄を入

れて整理をおこなうとじても庭園の雅致を損傷して､後人に笑いを胎さないこ

とが何よりも緊切である｣(35)との比境を用いていることに注目したい｡藤波は､

綴字法の整理そのものに反対したわけではないが､｢発音の妙｣や ｢庭園の雅

致｣の重要性を指摘する点は､｢伝統｣-の思い入れの強さを見ることができ

る｡一方で､玄や柳の見解は､同じ ｢折衷主義｣でも実用主義的である点で藤

波とは一線を画さねばならないだろう｡例えば､玄は､｢学理を完全には没却

しない範囲において､世人が容易に発音し､容易におこなうことのできるよう

なものにのみするのがよい｣(36)とし､柳は､｢現今われわれの使用する諺文は､

その組織が不完全で実に ｢諺文｣と称するだけの 〔体系的〕価値を備えていな｣

いとし､｢なるべく龍飛御天歌のような深奥難解な方式を避け､もっとも統一

的かつ組織的で簡易な方式をとるのが一番の捷径である｣とする(37)点は､ハン

グルの ｢非体系性｣に対する悲観的な意識が､実用性を強化する方向で改良を

促すこと-の意識の強さを読みとることができ､魚とは対照をなしている｡ま

た､｢学理｣をまったく無視するわけではないが､小倉ほど学問的であること

-のこだわりも強くない｡

以上､第二回綴字法の内容をめぐるさまざまな綴字法観の存在について見て

きた｡その対立は､言語観の対立のありように規定されていた｡そして､その

対立は第三回綴字法の審議過程においても､容易には解消されなかったのであ

る｡

Ⅱ.総督府綴字法に対する社会の反応と第三回綴字法

1.第二回辞字法に対する批判

第-回綴字法は､その適用範囲が規定どおり普通学校用教科書に限定されて
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おり､それより上級の学校や､官吏の朝鮮語学習用のテキストは､それを準拠

対象とはしていなかった(38)Oまた､社会も言論･出版が統制されている中で､

総督府綴字法に対する社会の反応というのもほとんどなかったと言える｡社会

の反応という点に注目したとき､その転換点は1920年代以降であっただろう｡

1919年の三･一運動後の斎藤実総督による ｢文化政治｣によって､制限的な

がらも一定程度の言論の自由が保証されるや､朝鮮語新聞･雑誌が創刊された

が､それは同時に､朝鮮語綴字法の不統一という問題を､より顕在化させるき

っかけとなった｡また､集会･結社の自由も同時に認められることとなり､朝

鮮語研究も組織的な研究が本格化することになった｡それを示す代表的な事例

が､1921年12月の朝鮮語研究会の発足である｡このように考えると､1920年代

は､朝鮮語綴字法形成史あるいは朝鮮言語運動史上､時期区分の上で大きなメ

ルクマールとなる｡以上の理由から､以下では1920年代以降をもっぱら分析の

対象とする｡

さて､この朝鮮語研究会は､私立学校の現職教員を中心として組織されたも

のであったことは､朝鮮人の朝鮮語研究が朝鮮人児童･生徒に対する教育問題

と密接にかかわりあっていたことを端的に示す｡よって､彼らにとって総督府

綴字法は無視できる存在ではなかったはずである｡おそらく､第二回綴字法の

審議にかかわった雀斗善 ･権恵室の2名が朝鮮語研究会の創立発起人として名

を連ねていることは､単なる偶然ではないだろう｡

朝鮮語研究会の見解は､『東亜日報』､『朝鮮日報』､『東光』などの新聞･雑誌

からも支持を受け､影響力を持つようになった｡もちろん､一方において､啓

明倶楽部を母体として朝鮮語研究会に対抗した朴勝彬やその他のどちらにもく

みしない研究者の存在というのも忘れてはならないが､ここでとりあえず注目

したいのは､その ｢学派的｣な区分ではなく､彼ら朝鮮語研究者が総督府綴字

法をどのように評価していたのかである｡

まず､1922年10月に朴勝彬は､｢朝鮮文法ql対句･ot｣と題した講演で､総督

府綴字法を ｢官用式｣と分類し､｢文法というよりは通俗的なもので､文法上

には不規則な点がはなはだ多いのであります.例えば､｢oioll｣(前)を ｢甘司1｣

と書くようなもので､綴字の不規則さゆえに字音が変わるのでございます｣(39)

と批判した｡朴によるこの批判は､第二回綴字法完成後､かなり早い段階で出

たものであることに気づく｡1926年には､朝鮮語研究会の李允事が､朝鮮固有
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語と漢字語との間の表記原則の違いや､音節未子音の認定字母の少なさに対し

て異論を唱えた(40)｡これは､総督府綴字法の審議でももっとも激 しい対立を惹

起した論点であった｡

そして､1927年には､『東光｣1が､編集部が提示 した問題に対して18名の朝

鮮語研究者が回答を寄せる形式の ｢♀司書表記例句要項｣という特集を組んで

いる｡回答者のほとんどは､普通学校･高等普通学校 ･その他私立学校の教員

である｡ここで､『東光』が提示 した10個の質問のうち､総督府綴字法の内容

と関連する8つの論点とその回答状況を見てみると､

一.母音中の ･字を廃用の与否 [廃止 :8/条件つきで廃止 :2/存続 :8]

二.屯スl鼻と呼ばれるJq凡畑邦などを11Tl11井などの並書体にするのは如

何 ? [使用可 :15/条件つきで使用可 :2/使用不可 :1]

三.t=人ススt=行に t=]皿ITなどの複母音をあわせて用いた字を書かない

ことの与否 [廃止 :2/条件つきで廃止 :6/廃止不可 :10]

四.頭音がし行となるとき､ Oをあらためて用いることの与否 [使用可 :

6/使用不可 :11]
~～'て●

玉.音節未子音は､ ｢ しこ己ロtĵ 0以外に亡ススヲE 五号なども使用し

なければならないかどうかの与否 [使用すべき :17/条件つきで使用可

:1]

六.｢三司7T.｣(入去)､｢71司7T･｣(歩行)､｢ul月｣(脱)と書くのと､｢号

017T･｣､｢奄017t｣､｢喫ol｣と善くのとどちらが標準か? [音素主義的 (節

者):2/形態主義的 (後者):16]

八.｢可♀tl｣(暑)､｢スlAtl｣(作)､｢♀Ll｣(鳴)と書くのと､｢t召Atl｣､

｢蚕且tl｣､｢%tl｣と善くのとどちらが標準か? [前者のみ可 :5/徳

者のみ可 :8/両者とも可 :3/その他 :】]

九.朝鮮語 〔原文は､♀司せ〕を漢字であらわした語 〔-漢字語〕であっ

ても､国音 〔-朝鮮語音〕を標準として書くのは如何 ? [可 :ll/不可

:5] (41)

とある｡ここではとりあえず回答者の選定の窓意性の有無という問題はおくと

して､二･五･六の点については､賛成派および形態主義の主張が圧倒的に多い

のに対し､一･三 ･四に対 しては､反対者の数もかなり多いことが読みとれる｡

また､九の問題は､部分的に四ともかかわるため､あわせて考えると賛否それ
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ぞれが括抗することになる｡ここから､綴字法観の対立の存在を見てとること

ができる｡そして､さらにこれらの問題を第二回綴字法と比べると､二･五･九

については､多数意見が反映されていないことになる (【表1】1-4,6,10参

照)｡また､-は賛成多数であり､第一回綴字法以来､固有語においては適用

されてきた内容だが､反対意見の数もかなり多いことに注意しなければならな

いだろう｡さらに､八にいたっては､第二回綴字法では立項さえされていない

(同25参照)｡

以上から､第二回綴字法の内容には､必ずしも了解が得られていなかったこ

とが分かる｡それは同時に､総督府綴字法の威信の低さを示すものであり､当

局側および関係者も十分それを認識していた｡こうした世論の高まりは､研究

者やメディアの側において内在した教育 ･言論といった目的に支えられていた

が､当局側-さらなる改正の必要性を認識■させる要因ともなったのではないだ

ろうか｡

とにかく､ここでおさえておきたいのは､1920年代に入って強まった朝鮮人

による朝鮮語綴字法-の関心が､総督府綴字法をどこかしら意識するものであ

ったということである｡では､こうした動きが､さらなる総督府綴字法改正-

の流れとどのようにつながっていくのか｡次節以降で考えてみよう｡

2.適用範囲の拡大と紛糾一第三回綴字法-

(1)改正の経緯と内容

さらなる綴字法改正は､1930年2月である｡これに際して､学務局では1928

年10月初までに改正基礎案を作成し､すぐ現職教員4名と学務局側委員数名と

でなる調査会議に回付､原案作成のための審議に入った (原案起草委員会)(42)O

原案の作成は､当初､年内に終える予定であったようだが､実際には翌年 (19

29年)の1月下旬にまでずれこんでいる(43)Oそして､その原案にもとづく審議

は､同年5月30日に開催され(44)､7月まで都合7回の会議を経て終了 (諺文綴

字法調査会)､1930年2月に綴字法案は決定された｡それが第三回綴字法であ

る(45)0

次に改正後の内容について見てみよう｡｢総説｣の第 1項では､｢朝鮮語読本

二採用スベキ諺文綴字法ハ､各学校ヲ通ジ之ヲ同一ナラシムルコト｣(46)と定め

られている｡これは､従来､名目上その適用範囲を普通学校教育に限定してき
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たが､より上級学校の朝鮮語教育においてもそれを適用することを明言した｡

規定の名前から ｢普通学校｣の文字が消えたのはそのためである｡しかし､｢社

会二行ハルル諺文綴字法ノ現状ヲ産革シ｣4̀7)と別に述べているように､学校教

育面以外の使用をも念頭に置いていたCまた､第 3項で､｢諺文綴字法ハ､純

粋ノ朝鮮語 卜漢字音 トヲ間ハズ､発音通リニ表記スルヲ原則 トス｣ (48)と定めら

れていることにも注意したい｡従来のように朝鮮固有語か漢字語かによって､

｢表書式綴字｣と ｢歴史的綴字｣とに表記原則が分かれていた状態を ｢表音式｣

-と一本化させたのである｡規定内容の細部に言及することは紙幅の都合上避

けるが､内容も以前と比べて相対的に精密化したほか､変化の度合いも大きい

ことは 【表1】を見れば一目瞭然であろう｡あえて一つ特徴を挙げるとすれば､

従来の規定とは異なり､ほぼ全面的に形態主義を貫徹する方向で規定されたこ

とである｡

(2)まとまらぬ見解一原案起草委員会～諺文綴字法調査委員会-

1928年 9月4日付の 『東亜日報』は､学務局側で作成した改正基礎案をもと

に､現職教員から非公式に意見を聴取することになったことを伝えている(49)O

その現職教員とは､【表 2】③ [2]の4名である｡学務局はこの4人の意見

にしたがって原案を作成し､その後京城在住の朝鮮語研究者を招請､原案の内

容を討議､決定-といたる道筋を念頭に置いた｡それは､おそらく先に見た第

二回綴字法に対する社会の直接的･間接的反応を意識してのことであっただろ

う｡

さて､まずは､原案作成のため､先の4人の現職教員と学務局側委員との間

でおこなわれた原案起草委員会 (以下､小委員会､とする)について見てみた

い｡小委員会は､1928年 9月28日から翌29年 1月22日まで計7回開かれた｡そ

の間､焦点となったのは､音節未子音字の認定問題と漢字音の表記の原則につ

いての問題であった｡これは､これまでの二回の綴字法審議でも､また社会に

おいても見解の分かれた論点であったことはすでに見たとおりである｡あらか

じめ学務局側で作成した基礎案では､前者については､初声として使用される

子音字をすべて終声の表記にも通用させること (初声復用終声)に､後者につ

いては､｢歴史的綴字｣を ｢表音表記｣にあらためることとされていた(50)Oし

かし､小委員会では､この2点について見解がまとまらず､日々 夜遅くまでの

長時間､ただ可否の討議のみがくりかえされるというような状態であった(51)0
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学務局側もこの事態には頭を悩ませたようで､基礎案作成にもたずさわった編

輯官李源圭がそれゆえに委員会の最中に貧血で倒れたとか､またそのほか教科

書改訂の実施が1930年まで先送りになったとの記事が出てくるほどである(5㌔

このような過程を経て､委員会では湊字音の表記については､表音表記を原

則とすることが決定されたが､音節未子音字に関しては､従来認められてきた

子音字のほか､こ, E,ス,兵,王が加えられる一方で､依然として他の字母

は不可とする折衷的な案が出された(5㌔ 結局､この点を含めた残 りの論点につ

いては､この原案をもとにしておこなわれる諺文綴字法調査会 (以下､大委員

会､とする)での討議-と持ち越されることになった｡

とはいえ､大委員会でも対立は解消されなかった｡

大委員会の委員の数は､当初15人程度を予定していたようだが､列席に応じ

ない人士も存在したらしく､結局14人に落ち着くことになった5̀4)｡

1929年8月21日の『東亜日報』は､委員会内での見解のとりまとめに際する､

学務局側の苦労の様子を伝えている｡同年5月末から始まった委員会も､この

時点で多数の意見が､湊字音の表音表記､漢音を発する子音字の並書接､初声

復用終声などを認める方向でまとまり､最終案の作成に入ったという状況であ

った｡しかし､そのような状況にもかかわらず､視学官で編修官を兼ねていた

玄標が猛烈に異議を唱えたという(55)｡玄をはじめとした反対派を ｢老年階級の

漢文学究者｣､あるいは ｢利権官僚級の者｣と抑旅し(56)､｢当局者の反省を促す｣

(57)と伝える点は､綴字法問題に対して 『東亜日報』がとっていた立場を明確に

示しているが､その一方で､改革反対派の力が依然として大きかったことも示

していよう｡

最終的に､上掲の諸課題は一部の例外を設けることで決定とされ､1930年度

発行の教科書から新綴字法が採用されることになった｡これで､審議はいった

ん終了し､1930年2月初めの段階で､すでに 『朝鮮語読本』の編集は終わり､

印刷-と回されていた｡しかし､施行までの道はそれほど平坦ではなかった0

またもや問題が起きるのである｡

(3)根強い反発一改正案中枢院回付問題-

その間題とは､いったん学務局で決定した秦が､なぜか総督の諮問機関であ

る中枢院水曜会-と回付､審議の対象となったことである01930年2月5日､

綴字法案はこの会議-と付されることになった｡ 2月7日の 『毎日申報』によ
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れば､中枢院側から30名余 りく総督府側から児玉秀雄 (政務総監)､武部欽-

(学務局長)､玄樗 (視学官)､李能和 (編修官)､李源圭らが参席したという(58㌧

何やらものものしい雰囲気であるが､まず､このできごとについて､会議の様

子と外部の反応を見てみることにしよう｡

なぜ､綴字法案は中枢院-と提出されたのであろうか.先ほどと同様に 『毎

日申報』を見れば､改正に対して慎重な態度をとる必要があるため､と伝える｡

同時に掲載されている武部の談話も､その点を強調する形で紹介されている｡

また､会議では､中枢院側から改正案の内容に対して意見があったことが記事

から分かる｡参議の魚允迫が初声復用終声の貫徹を主張したほか､その他のメ

ンバーからは､漠字音の表音表記に反対する声が聞かれたようである｡この2

点は､改正案では原則と例外を使い分けることにより折衷された形となってい

たが､中枢院側からの主張は､この諸点が案の統一に際して難しい論点であっ

たことをあらためて確認させてくれる｡結局､中枢院側からの回答は､一週間

後の水曜会-と持ち越されることになった(59)0

さて､これに対する反応を他の新聞記事- 『東亜日報』･『朝鮮日報』･『中外

日報』-から探ってみよう｡これら各紙は､中枢院-の回付という事態そのも

のをどのようにとらえていただろうか｡

2月7日の 『東亜日報』は､まず見出しが ｢旧派の反対で-頓挫｣と大変イ

ンパクトの強いものとなっている｡ことの経緯については､中枢院参議の魚允

迫が児玉､武部､稲垣などを訪問し､反対意見を表明したのを受けて､学務局

側が水曜会で説明するにいたったと伝えている(60)｡この点について､『朝鮮 日

報』では､｢一部の策動｣または ｢一部反対派の行動によって｣とされている

が(61)､『中外 日報』では､特に明記されておらず､審議委員でもあった鄭烈横

の言を借 りて､学務局の態度の ｢不可解さ｣を非難する形になっている(62)O先

述のとおり､すでに新綴字法にしたがって編まれた 『朝鮮語読本』は､すでに

印刷-と回されている状態だったが､この点について､『東亜日報』は､武部

の ｢中枢院側の反対が多く､印刷を中止し､その決議を待つことにした｡〔-

･･･〕4月開学期に間に合わないかもしれない｣(63)との談話を紹介することで､

全体的に悲観的な論調を展開している.しかし､一方で 『朝鮮 日報Jlと 『中央

日報』は､やや楽観的ともとれる論調を展開する｡『中外日報』は､同じく武

部の談話として､中枢院-の改正案の提出は､ただ了解を求めたものにすぎず､
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4月から予定どおり新綴字法にもとづいた教科書を発行するとの内容を紹介し

(64)､また 『朝鮮日報』は､｢学務局側談｣として､やはり同様に ｢〔いったん〕

内定した方針がそれ 〔中枢院側からの意見〕によって左右されることはない｣

との内容を伝えるのである(6㌔ 論調に微妙な差異が見られるものの､三紙とも

反対意見を述べた中枢院側とその中枢院-改正案を提出した学務局側を批判す

る点では､態度を同じくしていた｡前者に対しては､水曜会のメンバーたちを

一部を除いて朝鮮語の素養もないものと非難し(66)､後者に対しては､態度の不

可解さを非難するのである(67)｡この点は､『毎日申報』には当然のことながら

見られないが､一方で他の三紙が綴字法問題に対してどのような立場をとって

いたかを明らかにしてくれる事例でもあろうD

結局､一週間後の2月12日の水曜会では､質疑応答の結果､いくらかの反対

意見と修正案の主張が存在したが､時運の推移､学習上の簡便さなどを理由に､

改正案に対して多数が賛意を表明し､問題は一応の解決を見ることになった6̀8)o

この事件における学務局側の態度は､ひたすら受け身であった｡結果的に､

中枢院と世論との間で板ばさみの状態だったと言えようQしかし､あくまで綴

字法問題の主管は学務局側であって､いわば ｢部外者｣である中枢院側から待

ったがかかったのは､主管官庁としても本意ではなかったであろう｡ 2月14日

の 『中外日報』は､稲垣が ｢最も時代に適合するように最善を尽くして決定し

たのに､水曜会で問題にされるというのは不快と言えば不快だ｣(69)と語ったと

伝えているが､それは事実関係の正否はともかくとして､この事件に際する学

務局側の気持ちを推測するうえでは､示唆的と言える｡この事件は､第三回綴

字法も､決して対立を解消してではなく､対立の構造を依然として温存させた

まま施行されるにいたったことをよく示してくれているのであるO

以上のように､審議過程から中枢院回付問題にいたるまで第三回綴字法をめ

ぐる動きを見てくると､対立の中心的な論点は､つねに､初声復用終声の可否

と漢字音表音表記の可否に集中したことが分かる｡これは､第-回綴字法の審

議のときから一貫して存在していた対立点であった｡本来､学務局側にとって､

綴字法審議が教育上の必要という一義的な課題のためのものであったことを考

えると､綴字法の統一こそが最大の目的であったはずだが､実際には､あらゆ

る局面において､そして最後まで､統一どころか対立さえ解消することはでき

なかった｡
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その意見対立の構造は､審議に参加した委員たちと学務局側､あるいは委員

どうしの間における主観と主観のぶつかり合いの場であった｡この場こそは､

単に綴字法の内容を結果的に把握するだけでは決して見えてこない動態的様相

を呈していたのであった｡しかし､対立は決して総督府 (所属官署)内部に限

定されるものではなかった｡

3.改正原案の漏洩と表面化した反発

小委員会で作成した原案は､秘密裏に大委員会-と回付されることになって

いた｡しかし､その内容が 『朝鮮日報』､『東亜日報』紙上で公開されてしまっ

たのである(70)｡この事件によって､改正原案に対する反対意見が表面化するに

いたった｡

これに ｢一役買った｣のが､『朝鮮思想通信』である｡同紙は､朝鮮語新聞

の中から日々記事をピックアップし翻訳して掲載するという性格の刊行物であ

る｡『朝鮮思想通信』は､1929年 7月3日から26日までの間に､全21回にわた

って ｢総督府の朝鮮文綴字法改正案を見て｣と題した特集を組んでいる(71)｡そ

のほとんどが原案に対して反対するか留保を求めるもので､具体的には､｢実

用上に役立ち得るものとは信じない｣ (72)､｢寧ろ手を着けず現行のま にゝした

方がいい｣(73)､｢大衆を標準として見れば､何の役にも立たぬばかりか､反っ

て書になることも多々ある｣ (74)､｢改正案の通りでは新聞が読めないだろう｣̀75)､

｢普通学校の児童を全然度外視した提案｣ (76)などの内容的批判が見られるほか､

｢当然網羅さるべき人々が選に漏れて所謂復古派即ち歴史的諺文通を主張する

人々にのみ偏重した様に見ゆる｣ (77)という人選-の批判や ｢活字に経費がウン
inil

とかかり､能率は正比例に減退する｣(78)という印刷業者の声も見られる｡おそ

らく､選択の窓意性は否めないものの､それを割り引いたとしても､反対者も

一定程度存在したことがこの特集からはうかがえるのではないだろうか｡少な

くとも､圧力にはなったようで､大委員会の委員でもあった申明均が､『中外

日報』上で ｢単音整理与反対すき曲解者ql711｣と題した論説を11回にわたって

連載し､おもにこれらの反対者の中から､朴勝彬ら数名の見解を中心的に取り

あげて反論を展開している【79).改正原案のリークからここにいたるまでの経緯

もまた､総督府綴字法をめぐる綴字法観の対立の存在をあらわしている｡これ

によって､大委員会の審議は､審議会内部においてのみならず､｢外部｣との
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間でも以前にもまして緊張関係を余儀なくされるにいたったのである｡

4.言語運動の実践の場としての総督府綴字法審議

さで､第二回綴字法から第三回綴字法にかけて､内容面で大きな変化があっ

たことは､先にも述べたとおりであるし､以前からよく指摘されている点でも

ある｡この点について､従来の研究は､審議委員の中に朝鮮語研究会系の研究

者が多数含まれていることを､その変化の要因として挙げている｡事実､審議

委員中､張志咲 ･李世楯 ･権恵杢 ･鄭烈模 ･雀鍍培 ･申明均の6名が朝鮮語研

究会員であり (【表 2】③ [3]参照)､かつ沈宜麟も彼らの見解に賛成する人

物だったとされ(80)､かつ､このうちの沈宜麟 ･李世楯の2名は､原案の作成に

もかかわっている (【表 2】③ [2]参照)ことから､この指摘は一定程度の

説得力を持つ｡しかし､その意味については､ただ綴字法の内容から結果論的

に ｢形態主義者が勝利した｣(81)と評価されるにとどまり､なぜ彼らがそこに参

加することになったのかは明らかになっていない｡もっとも､それを明示する

資料に乏しいため､当局側の意図や同時期の朝鮮語論の言説から探るほかない

が､前者についてはかつて筆者が考察を試みており(82)､ここでは後者について

見てみることする｡

1920年代未にいたっても､朝鮮語綴字法に対する関心は途切れることはなか

ったCそれは､『東亜日報』が総督府綴字法の小委員会以降の審議過程につい

て詳細に報道していることからも分かる｡その小委員会も終盤にさしかかろう

とするころ､『東亜日報』は､｢単音整理oll対せ諸家句意見｣と題する記事を連

載する｡形式は先ほどの 『東光』の特集のスタイルに似て､『東亜日報』側の

提示した質問に､朝鮮語研究者が回答をしていくものであったCこの連載は､

冒頭に ｢折りLも学務当局で教科書の綴字法改定が問題となっており 〔---〕｣

(83)とあることからも分かるように､同時に進行中であった綴字法改正審議の動

向を意識したものであった｡紙幅の都合上､すべての回答者の見解に触れるわ

けにはいかないが､ここでは 『東亜日報』側から与えられた､現行の綴字法を

存続させるか改正するかという質問に対する雀舷培の見解を見てみたいO

この問いに対して､雀舷培は､｢音理｣と ｢語法｣にかない､｢学習と実用に

便利なように｣｢改正する必要がある｣と述べる(84)｡つまり､現行の総督府綴

字法はこの条件を満たしたものでないと判断されているのである｡ただし､総
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督府綴字法審議でかねてから大きな論点とされていた中で､表記原則に対して

は､原則としては ｢表音｣表記をとることとし､場合によって ｢歴史的｣綴字

を認めるという折衷的な立場をとった(85)｡ しかし､もう一つの大きな論点であ

る初声復用終声の問題に対しては､初声に使用されるすべての字母を終声に用

いるべきとし､これについて ｢今般討議中の改正原案でこの案が幸いにも 卜･

･･･〕採用され､朝鮮語の将来に多くの新しい光明とならんことを衷心より願 う

のである｣と述べている(86)点は､彼の念頭にある総督府綴字法のあるべき姿の

一端を明確にしているものである｡この発言が 『東亜日報』をはじめ多くの新

聞･雑誌に支持されていた朝鮮語研究会の中心人物の発言であることを考えれ

ば､審議において妥協点を見出すのに苦労していた学務局側にとっても一定の

圧力となりえたことは想像に難くない｡

総督府綴字法が彼らにとって重要視されたのは､ハングルの普及という実際

的な言語運動の課題と密接にリンクしていたからであるCそれは､単に綴字法

統一による規範の作成という次元にとどまらず､現におこなわれている学校教

育を､自らも教職という立場を利用しながら､ハングル普及の実践の場とする

意味があった｡普成高等普通学校教員の鄭大舷は､普通学校時代に整理されな

いハングルを学ぶと､あとになって直すことができないため､ハングル普及に

は教科書の改訂が不可欠であると述べる(87)が､この発言はまさにそれを端的に

示すものでもあり､だからこそ総督府綴字法-の関心は高かったのである｡ま

して､小委員会の審議に現職教員が民間からの委員として選ばれたこともあっ

て､その注目度はなおさらのことであっただろう｡｢今般の綴字法改正案委員

会に対して､吾人は大きな期待を寄せており､その結果を望んでいる｣と当局

側に期待感を寄せる一方で､｢委員諸君と学務当局は､因襲にはとらわれずた

めらうことなしに思量するものでなければならない｣との注意の目を光らせる

社会の反応(88)は､その注目度の高さを如実に示している｡

それは､単なる注意ではなく､当局側にとっても一定程度の圧力になりえた

のではないだろうか｡1928年12月23日の 『東亜日報』の社説は､｢朝鮮文字の

前途のため､もっとも慎重に､または最大の勇断をもって改正の業をなすよう

嘱望するものである｣とし､｢不徹底な改正をするくらいなら､それはむしろ

改正しないほうがましであるということを覚悟されたい｣と学務局-向けて強

いメッセージを述べる(89).さらに､この社説では､｢学者の主張が現在の慣習
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と距離があるからといって､これを奇怪なものと考えて排斥するのは実に愚見

である｣(90)としてお り､彼らの支持する暗に朝鮮語研究会系の人士の意見も聞

くよう圧力をかけている｡

こうした背景から､大委員会の人選､つまり､朝鮮語研究会員が委員の半数

近くを占めることについて考えてみよう｡上で見たとお り､朝鮮語研究会側､

あるいはそれを支持する側にとって､綴字法審議の場はとても重要な意味を持

っていたOそして､彼らの意図を考えるなら､その審議に自らが直接関与する

ことは､自らの言語運動の理念を実現するという実利的な目的に適合的ではな

かったかと筆者は考えるのである｡

むすびにかえて

第-回から第三回にかけての綴字法審議は､常に異なる綴字法観の対立の場

であった｡ しかし､対立の構造はやがて学務当局と世論との間でも顕在化する

ことになる｡朝鮮社会において､朝鮮語綴字法論が隆盛 し出したのは1920年代

以降のことであったが､その中では､総督府綴字法に対する反応も見られた｡

それは､第二回綴字法に対する批判という形で表面化することになり､当局側

-さらなる改正を促す一要因となったと考えられる｡このような背景で動き出

した第三回綴字法の審議は､審議会内外において対立の構造を生ずることにな

り､結果としてできあがった綴字法規定も､民間朝鮮人研究者の協力を得るこ

とで成立にこぎつけたものであった｡上で見てきた内容をまとめれば､このよ

うになる｡以下では､この点を踏まえつつ､今後の議論の方向性を示すことで､

むすびにかえたい｡

ここで､第三回綴字法大委員会の開催に際しての松浦鎮次郎 (学務局長事務

取扱)のあいさつ文を見てみたい｡

凡そ言語は国民文化の進歩に伴って変遷して往くものでありまして､之

を表現する綴字も亦之に随伴 して改良せられるに至りますことは､敢て言

を侯たぎる所であります.故に文明諸l劃 こ於ては､時運の推移と学理の進

歩とに応 じて､言語表現の綴字を改良して国民の使用に適せ しめて居るこ

とは､今更申し上ぐる迄もないのであります｡〔･-‥〕朝鮮語の変遷に伴

ふ諺文綴字法の改変に至りましては､諺文使用者の独自の見解に基いて之

を行ったと云ふ状態で経過致しましたるが故に､今 日では帰一する所を知
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らざる状態に陥ったのであります｡斯る現状にある諺文綴字法を適当に整

理し統一することは諺文の普及発達の上から申しましても､又朝鮮文化の

進展の上から申しましても､実に緊要の事であると存ずるのであります｡

〔- --〕該案は世人に劉切なる綴字法として､広く社会に慣用せらるゝ

に至り､以て諺文法の現状を萱草するに､一層効果あるものたらしめんこ

とを期して居るのであります(91)0

ここで､言語と ｢国民文化｣の関係性のアナロジーが､朝鮮語と ｢朝鮮文化｣

の関係性においても適用されていることに気がつく｡当局側の言辞の上で朝鮮

語がナショナルなものとして認められてしまっていることになる｡同時期に｢内

鮮融和｣のスローガンのもと､日本語朝鮮語同系論､｢日鮮同祖論｣といった

言説一少なくとも政策主体側にとっては､朝鮮の民族性を否定する要素として

とらえられた-が持ち出されていた(92)ことを考えると､明らかに矛盾を呈して

いる｡つまり､この発言は､そのような矛盾を冒してまでも､眼前の民間朝鮮

人研究者の協力をとりつける必要性が当局側には存在していたことを示してい

る｡しかし､もう一方の主体である朝鮮人研究者一朝鮮語研究会員-の側にと

って､審議会-の参加は彼らの言語運動の実践としての意味を持ち､その行動

が自らの利害意識に支えられていたことは､既述のとおりである｡まさに相互

の思惑が絡み合う形で､綴字法改正は成し遂げられたのであり､そこには両者

間の相互規定的な関係を見てとることができるはずである｡

近年､｢帝国｣日本の言語支配に関して労作の多い安田敏朗は､総督府綴字

法を ｢言語の生殺与奪の権を支配権力が握る｣｢言語管理を如実に示｣すもの

と評価する(93㌧確かに､松浦の言辞にあらわれているように､たとえリップサ

ービスであろうと､ナショナルなものと認めた朝鮮語を整理統一し､非 ｢文明｣

言語を ｢文明｣言語-と ｢上昇｣させる主体は､あくまで学務局､すなわち支

配者たる総督府側 (日本)でしかなかった｡朝鮮人側においていくら期待感が

存在したとしても､それは ｢誰によって執筆されるかは別問題として｣(94)寄せ

られたものにすぎなかったのである｡そこには､｢帝国｣の言語支配の構造を

見てとることもできよう.その意味において安田の指摘は一定の説得力を持つO

だが､そのような安田の指摘は､上で述べてきたような総督府綴字法にかかわ

った複数の主体の意識を把握できていないばかりか､時期的変容も無視されて

おり､動態的様相は完全に捨象されてしまっている｡それは､ともすれば､通
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時的にも共時的にもきわめて均質化 したイメージを定着させる危険性がありは

しないだろうか｡

このことは､朝鮮語の ｢近代化｣をめぐる議論とも大きく関係 している｡朝

鮮の ｢言語的近代｣を論ずる従来の研究は､総督府綴字法を ｢近代化｣の一要

素としてはとらえていない(95'｡その前提として､｢近代化｣の担い手が当該言

語共同体の成員によってなされるべきものとの意識がある｡このことの是非に

ついて速断するのは避けたいが､そのような意識が､｢近代朝鮮語の悲劇｣(96)

｢いびつな形で ｢言語的近代｣を準備 してしまった｣ (97)､｢｢近代化｣という局
~マ ~γ

面に歪んだかたちで向き合 うことになった被植民地｣(98)といった言辞で表出さ

れるのを見るとき､このようなラベリングからは､限られた選択肢の中であり

ながら選択をしていく行動主体 (朝鮮人)の意識はおろか､選択肢を限定させ

る力としての行動主体 (日本･朝鮮総督府)の意識さえ見えてこない｡

筆者は何も､総督府綴字法も ｢近代化｣の一要素であると言いたいのではな

い｡ただ､現状の ｢近代化｣の謂いが､行動主体の主観 (または意識)を問う

視野を完全に閉ざしてしまっていることに少なからぬ違和感を覚えるのであ

る｡もし､それが朝鮮語 ｢近代化｣論のはらむ問題点であるとするなら､本稿

が扱った総督府綴字法の問題は､その方法論的問題を告発する重要な意味を持

つことになる｡

さて､第三回綴字法が成立するや､朝鮮の言語運動は新しい局面を迎えるこ

とになる｡自らの主張を大幅に政策に反映することのできた朝鮮語研究会は､

1931年に朝鮮語学会と改称 し､さらに自らの手によって綴字法案を修正 してい

くことになる｡これに対応する形で､朴勝彬を中心としたグループが同年に朝

鮮語学研究会を創立し､朝鮮語学会と全面的に対立していくことになる｡朝鮮

語学会の見解が公式的に教育の場で採用されていく一方で､朝鮮語学研究会も､

教育の現場を巻き込む形で強い反対運動を繰 り広げ､当局側においても ｢社会

の一部に於ては､今尚は此と異なる綴字法が使用されてゐる現状である｣(99'と

注意の目で見られるほどになる｡ここにも､相互的･複眼的視点を要する構造

を見てとれるだろう｡

このように考えたとき､総督府綴字法の歴史的意味は､従来おこなわれてい

る朝鮮語論の見直しをわれわれに迫るものとして存在するだろう｡課題はまだ

多いようである｡
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(1) 例えば､代表的なものとして次のような論者をあげることができるD金敏抹 (油谷幸利訳)｢日

帝の対韓侵略と言語政策｣(『韓』第17号､1973年)､同 『国語政策論』(高麗大学校出版部､Jq%､

1973年)､朴柄采 ｢日帝下司 国語運動 研究｣(槍容万 ･来敏鏑 ･朴柄采 『日帝下司 文化運動史』

〔日帝下司 韓国研究叢書Ⅲ〕玄音社､ 1̂%､1982年)､朴鹿義 r日帝下司 言語 ･文字政策｣(韓

基彦 ･金廷鶴 ･朴農義 ･呉周換 『日帝句 文化侵奪史』〔日帯下句 韓国研究叢書 日 玄昔杜､ 1̂

%､1982年)､申昌浮 ｢朝鮮総督府 諺文綴字法91展開｣(『tT-号ol昔』(韓国精神文化研究院)莱

4号､城南､1997年)､同 ｢朝鮮総督府 諺文綴字法ヰ 号oaol 安音増斗句 比較考察｣(『せ号oi

昔』第 5号､城南､1997年)､安田敏朗 『｢言語｣の構築一小倉進平と植民地朝鮮-』(三元社､

1999年)Q以上で挙げた先行研究のほとんどが､金允経 『朝鮮文字及語学史』(朝鮮紀念図書出版

館､京城､1938年)をもとに記述している｡

(2) 三ッ井崇 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の過程と意図に関する一考察｣(『不老町

だより』第4号､1999年)｡

(3) この点については､すでに､三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 r諺文綴字法｣制定および改正の過程

と意図に関する一考察｣で論じた｡

(4) あらかじめことわっておかねばならないことが一つだけある｡総督府綴字法は､一義的には学

務局編纂の ｢朝鮮語 (及漢文)｣教科書に採用する綴字法の基準として作成されたという経緯が

ある｡本来なら,教育政策との関連で言及すべき点も存在するが､この点に関しては､三ッ井崇

前掲 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の過程と意図に対する一考察｣で触れたので､

そちらを参照されたいO

(5) ｢(秘)普通学校用諺文頗字法｣､1912年｡ここで用語の解説をしておこう｡ここでいう ｢表音

主義｣とは音声的表記のことであるが､これと対となっている ｢歴史的綴字Jとは必ず しも発音

と一致しない伝統主義的表記ととらえることができる｡

(6) 同前｡

(7) 現在の綴字では､語幹未子音はこ､スとなっているものがほとんどである｡なお､実際の発音

は [d]､[d3]のように有声化する｡

(8) 朝鮮総督府 『朝鮮語調査報告書 (稿)』､1911年?｡

(9) 同前C

(10) 同前｡
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(ll) 国文研究所 『国文研究議定案』学部､1909年｡

(12) 魚允辿 『国文研究』学部､1909年｡

(13) 朝鮮総督府前掲 『朝鮮語調査報告書 (稿)』｡

(14) 上で挙げたもののほかには､日本語音の ｢ウ｣段の表記､濁音表記などに ｢少数意見｣が出て

いるが､いずれも結果は ｢少数意見｣が反映された形になっている｡

(15) 三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の過程と意図に関する一考察｣､42

貢｡

(16) その内容を同時期の資料で確落 しようとすれば､1924年に刊行された朝鮮総督府 『普通学校朝

鮮語読本編纂ノ要旨』(朝鮮総督府)と､同年10月発行の 『朝鮮文朝鮮静誰義録』第 1号掲載の

記事がある｡本稿での分析は前者に拠っているo

(17) 第2項で ｢成ルべク発音通リノ綴字法ヲナス｣とされている (朝鮮総督府前掲 『普通学校朝鮮

語読本編纂ノ要旨』､ 6貢)｡

(18) ｢綴字法改正如何一折衷説最有力ー｣『毎日申報』1921年 3月19日 (原文は朝鮮語)｡

(19) ′小田編輯課長 ｢諺文綴字改正案 (-)～ (四)｣『毎日申報』1921年4月 1-4日.

(20) 小田締輯課長 ｢諺文綴字改正案 (-)｣『毎日中朝』1921年4月 1日 (原文は朝鮮語)｡

(21) 同前｡

(22) 三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 r諺文綴字法｣制定および改正の過程と意図に関する一考察｣､45

貢｡

(23) /小田編輯課長 ｢諺文綴字改正案 (四)J『毎日申報』1921年4月4日 (原文は朝鮮語)｡

(24) 小田編輯課長 ｢諺文綴字改正案 (二)｣『毎日申報』1921年4月 2日 (原文は朝鮮語)｡

(25) しかし､『普通学校朝鮮静読本』巻- (1923年)を見る限り､実際には二重終声のうち､E7,印,

胡の3字母の使用が確罷できる｡『普通学校教科書編纂ノ要旨』(前掲)でも､｢第四十九裸 ヨリ

第五十二裸マデハ二箇ノ終声 (号攻召)ノ練習ヲナサシム｣(27貢)とあり､この3字母につい

ては､規定外でありながら使用の必要を認められていたと考えることができる｡

(26) 朝鮮総督府前掲 『朝鮮語読本編纂ノ要旨』､ 5貢｡

(27) 三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の過程 と意図に関する一考察｣､45

-46頁｡

(28) これまで小倉進平は第二回綴字法の審鰍 こかかわっていないとされてきたが､小創 まこのとき

学務局編修官であり､かつ教科書調査委員にも任命されている立場上､学務局側の委員として関

与していたと思われる｡

(29) 魚允迫 ｢玄妙苦原則%保守亨中一諺文綴字法oll就す･ot-｣『毎日申報』1921年 3月17日｡
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(30) /J､倉進平 ｢文字斗発音%同一亨711号と7Ae･l妥当亨ヰ｣『毎日申報』1921年 3月20日｡

(31) 玄橋 ｢新旧式%折衷亨エー 『召人1鼻』%活用亨ユー｣『毎日申報』1921年 3月21日｡

(32) 藤波義貫 ｢整理oll汲汲亨e･t発音句妙%傷ヌl曾ヰ｣『毎日申報』1921年3月24El｡

(33) 柳基板 ｢去平声句区別%亨el一綴字法改良oll就首ot-J『毎日申報』1921年 3月25日｡

(34) 注(30)に同じ｡

(35) 注(32)に同じ｡

(36) 注(31)に同じ｡引用文中の傍点は､原則として引用者による､以下同じ｡

(37) 注(33)に同じ｡

(38) 三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の過程と意図に関する一考察｣､45

貢｡第一回綴字法の内容を ｢付録｣として収録 した官吏用の語学書､朝鮮総督府 『朝鮮語法及会

話事』(朝鮮総督府､1917年)の本文や綴字法調査委員も務めた新庄順貞の手になる語学書 『鮮

誇階梯』(朝鮮総督府､1918年)でさえ第-回綴字法に準拠 しておらず､第一回綴字法の目的が

いかに限定的であったかを知ることができよう｡

(39) 朴勝彬 ｢朝鮮文法ql対斗ot｣河東鏑編 『せき論争論鋭集 (下)』〔『歴代韓国文法大系』第 3部

第11冊〕塔出版社､ 1̂-a-､1986年､123貢 (初出は､『時事書拝演録』第4集､1922年)｡

(40) 李允宰 r王JAJ号Ig-星ゼ司且呈｣同前書､1085貫 (初出は､『新民』第 2巻第 5号､1926年)0

(41) ｢♀司書表記例月嘆嘆｣同前書､192,212-213貢 (初出は､『東光』第 9号､1927年)O

(42) r諺文綴字基本調査-JgRll7tO11胡卑-｣『毎日申報』1928年9月11日｡なお､基礎秦作成および

原案起草委員会のメンバーについては､【表 2】③の [1][2]を参照されたい｡

(43) r朝鮮静句基本 綴字法統-一年内011原案%作成曹司､文教界句福音-｣(『毎日申報』1928年

12月 2日)､r朝鮮文綴字法oll一大革新%図謀一寺号キ中子ヰ ollノ勺､教育界一大刷新-｣(同1929

年 1月19日)､｢綴字汝最終討議 表音使用%選択-甘I8-号ql与q鳩 車司011-｣(『東亜日報』1929

年 1月24日)｡

(44) ｢諺文綴字法改正調査委員会一升日本府第一回金銭-｣(『毎日申報』1929年 5月31日)､｢諺文

綴字法調査に関する件｣(『文教の朝鮮』昭和4年6月号､1929年､4貢)｡なお､諺文綴字法調

査会の審議委員については､【表 2】③の [3]を参照されたい｡

(45) 第三回綴字法の内容を確寵する同時代資料としては､1930年の朝鮮総督府 『普通学校朝鮮語読

本巻一編纂趣意書』(朝鮮総督府)があり､本稿での分析もまたこれに依拠 している｡また､朝

鮮語版は､『新民』第56号 (1930年 2月)､『東亜日報』(1930年 2月8-14日)に掲載されている

ことを付け加えておく｡

(46) 朝鮮総督府前掲 『普通学校朝鮮語読本巻一編纂趣意書』､8貢O
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(47) 同前､35貢｡

(48) 同前､8貢｡

(49) ｢朝鮮語読本 綴字法改訂一旦 îoi召胡ヰ喜｡J中朝 審議全音組織-｣『東亜日報』1928年9

月4日｡

(50) ｢綴字改訂問題-孟セ01号阜 7qt:3昔ql-｣『東亜日報』1928年 9月27日｡

(51) ｢朝鮮語綴字問題 徹夜五号討議不決一基･Aa早%吾JA3%辛尊斗ヰ与7}ヰせ合せ･盈看朝生神主叫

7T･沓司ol-｣(『東亜日報』1928年10月7日)､｢討喪中反覆､ot号 帰結難-孟ゼol竜スト増777匂阜

tjl-J(『東亜日報』1928年10月13日)｡

(52) 前掲 ｢討喪中反覆､oTL号帰結難一旦Jljol雀斗増 7Ⅵ匂昔ql-J｡ただ し､教科書改訂の実施時期

延長については､朝鮮語綴字法の間潜のみがその理由ではない｡別の理由として､考えられるも

のの一つに､従来国定教科書をもとに編まれていた普通学校及び高等普通学校の歴史教科書にお

ける､朝鮮史の記述の増加方針の存在を挙げることができるB臨時教科書調査委員会で決定され

た方針では､｢朝鮮に関する事歴を増加 し特に内鮮融和に必要なる資料の選択に留意すること｣(節

掲 ｢臨時教科書調査委員会J､141貢)とされ､この点において相当の鏡論がなされたと思われる

(｢改定宅教科書011朝鮮歴史王編入一旬瑚立ヰJq且ヰ 中朝頑0A-｣『毎日申報』1928年10月6日)｡

このほかにも､教科書価格引き下げの議論の存在も無視できない論点である (｢教科書改訂 今

年%中止-tg早唱bllt+Jg･Al匂･キュー｣『東亜日報』1928年10月16日)｡

(53) ｢朝鮮語綴字改正-委員会輔提出せ原案 (三)-｣『朝鮮日報』1929年 6月18EIc

(54) ｢升目半句開催竜 綴字改正委員会- El本人多数三重点oll参加-｣『東亜日報』1929年 5月27

日｡【表2】[3]③を見ると分かるとおり､朝鮮語研究会系の人士が参加する一方で､同時期に

朝鮮音研究会と対立し､同様に大きな影響力を持っていた朴勝彬やその他啓明倶楽部系の論者の

名前が見られないのは不自然である｡おそらく､列席を拒んだ人物の一人は朴勝彬ではなかった

かと思われる｡

(55) r朝鮮語綴字改訂案 表音問題且大波潤一学務局ollJAl頭痛中-｣『東亜 日報』1929年 8月21日｡

(56) 同前｡

(57) ｢漢字句表記法♀実施中ヰ一顧字法改正oll対せ当局句態度oll対斗ot-｣『東亜El報』1929年 8

月25日｡

(58) ｢諺文綴字oTl関斗ot 中枢院側意見聴取一時期句急阜増zJ申立 原案oll 賛同督貴-｣『毎El

申報』1930年2月 7日｡

(59) 同前｡

(60) T印刷オス1着手番綴字法 旧派句反対且-頓挫｣『東亜日報』1930年 2月 7日｡
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(61) ｢朝鮮語学界権威7ト決定せ綴字法改正原案 一部策動且呈中枢院諮問oll半句一学問独立句意義

安在-｣『朝鮮日報』1930年2月 8日｡

(62) ｢綴字法改正案且旦中枢院水曜会011埠出一甲論乙駁後来週竹スl保留-｣『中外El報』1930年2

月 7日｡

(63) 注(60)に同じ｡

(64) 注(62)に同じ｡

(65) 注(61)に同じ｡

(66) 前掲 ｢印刷オス1着手車綴字泣 旧派91反対五一頓挫｣､前掲 ｢朝鮮語学界権威フTL決定せ綴字法

改正原案 一部策動且旦中枢院諮問oll阜朝一学問独立句意義安荏-｣｡

(67)｢無謀句極一綴字法問題句逆転-｣(『東亜日報』1930年2月 8日)､｢朝鮮語綴字法改正問題一速

可改正案阜実施斗中一｣(『中外日報』1930年2月 8日)｡

(68) ｢諺文綴字法改正案 中枢院 l̂エ多数賛成-ol且Jq問題与解決-｣(『毎日申報』1930年2月14

日)､｢猛烈せ反対工一蹴 改訂綴字法通過-今日中枢院会議ollJAl-｣(『東亜日報』1930年2月14

日)｡

(69) ｢綴字法問題011対すot 主務局ヱ不平満満｣『中外日報』1930年2月 8EID
~丁■く'

(70) ｢朝鮮語綴字法改正 委員会oll提出せ原案 (-)～ (四)｣(『朝鮮日報』1929年6月15-16･

18-20日 〔全5回だが､(三)が重複〕)､｢改訂ヲ1呈討幕9._朝鮮語綴字法 (-)～ (三)｣(『東亜

日報』1929年6月14･19･21日)｡これらの新聞の性格と 【表2】[3](参の名簿を見れば､どこ

からリークされたかおよその見当はつくだろう｡

(71) この事実は､申昌淳前掲 ｢朝鮮総督府 諺文綴字法91 展開｣､174-175貢でも簡単に触れら

れている｡

(72) 朴勝彬 ｢何の為の改正か｣『朝鮮思想通信』1929年7月 3日｡

(73) 魚允辿 r自家撞着が多い｣『朝鮮思想通信111929年7月4日o
マ■マ

(74) 池錫永 ｢理論としては結構実行されては困る (舵)｣『朝鮮思想通信』1929年7月10日｡

(75) 高元勲 ｢改正素通りでは新聞も読めない｣『朝鮮思想通信』1929年7月12日｡

(76) 辺錫潤 ｢初等教育を度外視した改正｣『朝鮮思想通信』1929年7月22日｡

(77) 曹乗相 ｢委員の詮衡に遺漏なかりLや｣『朝鮮思想通信』1929年 7月16日｡

(78) 声~容壁 ｢印刷業者の立場からの困難｣『朝鮮思想通信』1929年7月26日｡

(79) 申明均 ｢奇書整理号反対斗吉曲解者011711｣『中外日報』1929年9月 5-7･9-ll･13-14･18

･22-23日｡

(80) ql一昔 可司 50号 711貞 JAT･匂司 (ojl%)『せ書 中司 501dJATL』せ号 可司､JA1%､1971年､
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151頁｡

(81) 金敏抹前掲 『国語政策論』､232貢.

(82) 三ッ井崇前掲 ｢朝鮮総督府 ｢諺文綴字法｣制定および改正の経緯と意図に関する一考察｣46-

47貢｡

(83) ｢世子整理oll対せ諸家句意見 (-)｣『東亜日報』1928年11月3Flo

(84) 同前｡

(85) ｢せ音整理011対せ諸家句意見 (二)｣『東亜日報』1928年11月4日｡

(86) ｢せ号整理011対せ諸家Bl意見 (三)｣『東亜日報』1928年11月5日｡

(87) ｢せ音%01月711普及電フT1-ユ011対せ教育家諸氏句意見-｣『東亜日報』1928年11月11日O

(88) MK生 ｢朝鮮文整理bll対句Oト｣綴字改正委負諸氏oll刀1-｣『東亜日報』1928年11月11日｡

(89) r旬･音綴字法改正oll対斗ot教科書委員会oll与骨｣『東亜日報』1928年12月23日.

(90) 同前｡

(91) ｢諺文綴字法調査会｣『朝鮮』昭和4年7月号､1929年､130-131貫｡

(92) 三ッ井崇 ｢日本語朝鮮語同系論の政治性をめぐる諸様相一金沢庄三郎の言語思想と朝鮮支配イ

デオロギーとの連動性に関する一考察-｣『朝鮮史研究会論文集』第37集､1999年､151-154貢｡

(93) 安田敏朗 『帝国日本の言語編制｣l世織書房､1997年､165貢｡

(94) ｢朝鮮語綴字法 改正問題一徹底せ改正%促せ-｣『朝鮮日報』1929年5月28日｡

(95) イヨンスク ｢朝鮮における言語的近代｣(『一橋研究』第12巻第2号､1987年)､安田敏朗前掲

『｢言語｣の構築-/J､倉進平と植民地朝鮮-』,石純姫 ｢植民地支配下の朝鮮における言語の ｢近

代化｣と ｢ナショナリズム｣｣(『植民地教育史認織を問う｣l〔植民地教育史研究年報02〕暗星社､

1999年)などB

(96) 安田敏朗前掲 『｢言語｣の構築一小倉進平と植民地朝鮮-』､33貢｡

(97) 安田敏朗 ｢｢国語｣と植民地一帝国日本の言語編制と朝鮮-｣〔朝鮮史研究会第36回大会報告レ

ジュメ〕､1999年､11貢｡

(98) 石純姫前掲 ｢植民地支配下の朝鮮における言語の ｢近代化｣と ｢ナショナリズム｣｣､117貢｡

(99) 朝鮮総督府 『初等朝鮮帯読本全 (簡易学校用)編纂趣意書』朝鮮総督府､1939年､16貢b



【*1】T書暮fkN7trt文t事洗.I∃■土PI書のtl

- 毛色の大原則
∫ 叩】妙見有TB)*止【添字官〕#止 【1】
～

3 年書事Eの統一
(A/六十U】)

J 活JIEFの活用声Jt

明細化して束だ [9]

5 r書)の挿入 [7〕 (保留)

6 tr末子書の母定 -

T 一句 [8]

I 主格.E的鞍の枯取同の処i■ -

9

†0 召人l貴の毛色
ll -

12 -

13 初書固手持の長書毛妃 -

1一 -
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15 - -

78 - -

17 - -

18 書全持中のI1書挿入 - - を表記せず 【9]
19 - -

20 - - 昔兼的表記 〔ll】
21 - -

22 fr末子tA+叫 - - 可 で蒙Z己 [16]

23 の毛色 - - r｢｣-r可Jl亡J-.｢モj

2Jlなどの桝 博Jt - -

25活用1多 - -

28 終止形tL汲法拝JS土 - -
27 - -

注

*li'普通学校朝鮮爵読本J巻-(1923年)を見ると､zl.ZZT.dの3字母の使用が組められていたことがわかる｡『旬締 読本も暮ノ要旨JI(1921年)では.｢第四十九課ヨリ第五十二課マテハ二岳ノ終声(号

攻召)ノ奴習ヲナサシム｣(27頁)とある.

凡例

X･は.項目書号｡斜体政事は.本文中の8I件牡事の書号と封J8.

[】内牧手Iま.資料中での4月書号.rtl文1手法J(1930年)lt.rJS悦Jとr与軌 にわかれるが.r担税｣の4Eは【稔｣で.r各軌 の4日は.故事のみで示した.

r書ii5学校用辞文名字睦｣(朝鮮稔甘府r朝鮮店法及会伝書J)朝鮮托せ府.1917年).｢甘油学校用普文軽宇法大要J(朝鮮持せ府『普通学校研群海蔑木B暮ノ牢旨JI朝鮮捷書府､1924年)､｢廷文擁宇

法l(朝鮮冷せ府r普通学校朝鮮缶ま本巻-JZ事遵jK書J朝鮮托せ帝.1930年)より作成.

藍
罵
謬
鴫
苛

｢種
油
蘇
朝
鮮
｣
o)
繍
浄
写
帥
昇

)
6
3



164 一橋研究 第25巻 1号

【♯2】稔甘府*字法制定にかかわった幸Aの名書
6)辛-回絹氏名 字法の調査垂見方書き JJr
国分鼓太郎絶櫛都人事局長 外秩省給発生として東京外国折学校朝解析学科在籍(1880-83年)
塩川-太郎政調局事務官
新庄1億丘
高橋亨
玄Jt 取開局香呂
愈富津 庶城府参事
･=--t=

(勤第二回越氏名 字法の調査重点粛fき ll
金沢庄三皿 i.iL;.fp=2--E呈-～-L皇 -;王 i.;I;-.星三三 ...ip-1 ., L-良 .I
魚允姐
+a+7(
田中徳太郎

玄稚 = 弧 主 rplJ.三:-. .●ノ.--.,rこJ
池錦永
申基礁 未払iF視一筆
玄I 中紹院歩馳 pil血.;.: i姫 えK呈p 冒.,...fd;-L呈r

棚正格

雀斗書 中央学校校長

③第三回綴字法の調査/手雑費且
[1]基礎案の作成にたすきわった学務局側重点

l 氏名l 玄8 l JIfe既 .示 三 三.i.-;-岩出己?那 云 l 1■;育

氏名沃土■ Kfき -I

朴永紙

[3】位文】岨字氏名 法網杢会(大壷月余)の巷九重良Jtき ■.-.
西村.■太郎 V務局BE)書裸通訳官

SI志咲 -
手完応
李世親

小■進平 京城帝園大学教授 li三 一.; 実.a.--- ミこほ-≡,
.書一●▼ -こ.-.星 L.....,

田Eb也太Jh Ill-i .-Ji..;≡i;;I.茎

jB波JlT ･一,i.I-- :iil.≡
*t士
#烈棋 中東学校教Ja

i位培
金納金 毎日申報杜梶輯局長

申明均 朝鮮教育協会理事

[●書文A】
有馬純音iW朝鮮紳士砕』(昭和六年版)朝鮮紳士録刊行会､1932年｡

石川連子Tr地と民と析Jの相魁-金沢庄三恥と東京外国精学校朝鮮栢学科-)『朝鮮史研究会輸文集』第35集､1997年｡

- r兼描明治前期朝鮮諏教育六年の場と群胤 『書楢』第10･11合併号､け98年｡

金允経『朝鮮文字及搭学史J](第1犠)漢学出版協会.対合､1946年｡

具良銀r明治日本の栂指教育と韓国-の留学生派遣｣F触A第5番第12号､1976年｡

朝鮮新聞社絹『朝鮮人物射 貫録』研解析帥杜､1922年｡

山田寛人†東洋協会専門学校における朝鮮括教育J『アジア教育史研究J)第8号､け99年｡

せ舌 骨JT50号 7帽 AT-匂叫 (官舎) rせ書 中叫 50唱AH や書 中叫､A1%､1971年｡
r使用司主音服王東城音%塀坤-音A型oq中人1匂71呈叫-｣『東亜日報』1928年lo月1El｡

r綴字法最終耐蝕 表音使用せ溜択一甘阜昔qlとq判型司叫一灯東亜日報Jl1929年1月24日｡

r皆文綴字津加重に関する件Iql文政の朝鮮』昭和4年6月号､1929年｡

『稚貝録』(明治44年度)内閣官報局,L911年｡

『稚貝録』(大正LO年度)内聞官報局.1921年｡

r朝鮮総甘府及所属官署耽良録』(昭和2-4年版)朝鮮絶甘府､1927-29年｡

【注】

上記表中.｢朝鮮持研究会(a)｣とあるのは､李完応を全長とするFl本人の朝鮮椅学習推進を目指したEB休であり､rgl鮮陪研gFL.
会(b)lとあるのは､のちにr朝鮮師学会｣と改称する朝鮮隋研究団体を槽す.




